
➡ ➡

　1.住民への説明会

調査に先立って、調査地区の住民への説明会
を実施します。

　2.土地の境界の確認

土地所有者の立会により、境界等の確認をし
ます。

　3.境界の測量と図面の作成

確認した境界の測量をします。
その結果を基に正確な図面（地籍図）を作
り、正確な面積を計算します。

➡ ➡

　4.境界確認と測量結果のまとめ

境界等の確認結果と測量結果をまとめ、地籍
簿を作成します。

　5.地籍調査の結果を確認

作成された地籍図と地籍簿を、住民の方々に
閲覧し、誤り等があった場合は必要に応じて
修正します。

　6.地籍調査の成果を登記所へ送付

地籍調査の成果（地籍図と地籍簿）を登記所
に送付し、登記所では登記簿が書き改められ
地籍図が備え付けられます。
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